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 本紙では、本編の「対策の柱」の内容を踏まえた、空家等への対策事例・補足説明をお示

します。 

 

 

 

１-１.広報・パンフレット等の作成・周知 

 「地域との連携」に関する事例 

半田市の空家等対策計画では、『古い住宅が多い傾向にある旧市街地や空家等が多く

存在する地区で、自治区の会議等で空家に関する情報を PRし、意識啓蒙を図る』と

しています。 

 

 「所有者への意識啓発」に関する事例 

所有者の死後、適切な相続・登記が行われないことにより、所有者が不明確となり、

長期にわたり空家等として放置されることを防ぐための取り組みとして、『土地・建

物の登記や隣地との土地境界確定の重要性について、市民への啓発を図ります』と

記載している事例があります。 

 

埼玉県「空き家予防のために 相続・認知症対策の道しるべ」 

出典：https://www.pref.saitama.lg.jp/a1106/documents/souzoku-chirashi.pdf 

 

【資料４】空家等への対策（例） 
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１-３.空家等の発生抑制に役立つ制度の紹介 

 「リバースモーゲージ」の補足説明 

 高齢者が自宅に住みながら、自宅を担保に生活資金等を一括又は年金の形で借り、

死亡した時点で自宅を処分して一括返済する制度です。 

 相続によって、固定資産税を払ったり家を管理したりする必要がなくなります。 

 民間金融機関によるもので、以下の事例があります。 

・知多信用金庫「ゆうゆう人生」 

・各県社会福祉協議会によるもの(例：愛知県社会福祉協議会「不動産担保型生活

資金」) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リバースモーゲージのイメージ図 

 

 「優遇税制度」の補足説明 

✓ 税優遇制度として、「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」があります。これ

は、自宅に住みながら、自宅を担保に生活資金等を一括又は年金の形で借り、死

亡した時点で自宅を処分して一括返済する制度です。 

✓  2023年 12月 31日が特例の適用期間となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国土交通省ホームページ「空き家の発生を抑制するための特例措置」より 

出典： https://www.mlit.go.jp/common/001296447.pdf 
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２-３.空家等データベースの運用 

 「データベース」の事例 

✓ 「空家等実態調査で把握した情報、市民などから相談や問い合わせがあった情報に

ついて「居住その他の使用がされていない期間が１年未満」であり、空家等の定義

から外れている建物に対しても、「空家等予備軍」の情報把握として取り扱いを検

討する」事例があります。 

 

  

 

 

３-１.適切な維持管理に役立つ情報提供 

 「事業者との連携」の事例 

 業者のリストを作ったり、管理代行業の団体と連携して活用を促進したりする取

り組みがあります。 

 富山県高岡市では空き家管理サービスを実施する団体を紹介しています。 

 愛知県内において、空家・空地の管理代行サービスを実施している組織（NPO法人

あいち空地・空家管理センター)もあります。 

 

左）高岡市空き家活用推進協議会チラシ 

   出典：http://www.t-akiya.com/management 

右）高岡市空家等対策計画より「空き家管理サービスの点検項目と内容」 

          出典：https://www.city.takaoka.toyama.jp/kentiku/kurashi/ 

jutaku/akiya/documents/300403akiyanadotaisaku.pdf 

 

 

 

対策の柱２ 空家等の把握に努めます 

対策の柱３ 適切な維持管理を支援します 



 4 

 その他の事例（ふるさと納税と連携した管理サービスの事例） 

 群馬県前橋市等では、管理業者である「日本空き家サポート」と連携したサービ

スがあります。 

 100,000円以上の寄附で、月 1回約 60分の管理作業を 3か月間実施します。管理

作業の様子を撮影した動画・写真を PCやスマホで確認することができるようにな

っています。 

 

 

 

 

４-１.空家等の所有者等と利活用希望者とのマッチング 

 「情報提供とマッチング」に関する事例 

✓ 空家バンクについて、「空家バンクに登録された空家等について、ホームページ等

に掲載し周知する」事例があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「楽園信州空き家バンク」ホームページより 

 出典：https://rakuen-akiya.jp/about/ 

 

✓「空家等の有効活用の事例を情報発信する等、市民や所有者等の意識醸成に努めて

いる」事例があります。 

✓ 「住み替えの意向がある方に対して、一定期間貸し出す支援方策を検討している」

事例があります。 

 

 

 

 

 

 

対策の柱４ 空家等の利活用を進めます 
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４-２.空家等の利活用に役立つ制度の紹介 

 「既存制度」の補足説明 

✓ DIY型賃貸借等の新しい賃貸借の仕組み（国：家主向け手引き、ガイドブック、契

約書式例の作成公表） 

✓ 中古住宅の流通促進が期待できる住宅診断(ホームインスペクション)制度 

✓ 住宅としての適性を有する空家等が対象の「新たな住宅セーフティネット制度」 

✓ 高齢者、障がい者等を対象に、低廉な賃貸住宅供給のための改修費補助制度（住  

宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業） 

✓ 中古住宅の現状と性能を第３者機関が評価する「住宅性能表示制度」 

✓ 利活用のための耐震診断・耐震改修 

✓ マイホーム借上げ制度 

 

４-３.地域に役立つ利活用の促進 

 「地域に役立つ利活用」の事例 

✓ 宮崎県小林市では「移住・定住を促進し、人口の増加による市の活性化を図るた  

め、移住希望者の生活体験及び移住準備の利用に供する小林市短期型お試し移住

施設として運営されている」事例があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フロンティア荘(宮崎県小林市) 

出典：http://kagayakenojiri.com/frontia-sou/ 
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５-１.空家等の除却に関する情報提供・支援 

 「解体費の補助」の事例 

 豊浦町では、空家等対策計画の中で「老朽化した空家等の除却に際しては、解体

費用の補助（倒壊危険建築物）を行い推進します」と記載しています。 

 南会津町では、「「空き家の取り壊し費用が足りない」という経済的な問題も上げ

られていることから、町では平成 26年度より「危険空き家等除却事業補助」制度

により、除却を促しています。除却補助制度については、管理不全による危険空

き家であることが条件となりますが、当制度の該当とするため、空き家等を適正

管理しなくなるなど、モラルハザードを招く恐れもあることから、当制度は本計

画の見直し時期である平成 32年度までの時限措置とします。」と記載しています。 

 半田信用金庫では空家解体ローン（はんしん空き家サポートローン）があります。 

 

 

５-２.地域等との協働による跡地活用 

 「地域の役に立つ空間」の事例 

 地域の防災性向上に資するスペースとしての活用や、市街地の駐車場としての活

用事例があります。 

 密集市街地において、老朽化した建物の跡地や低未利用地などを固定資産税の非

課税化の代わりに市が無償で借り受け、必要に応じて老朽建築物の除去費を補助

している事例(神戸市)があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

神戸市「まちなか防災空き地事業」 

 

対策の柱５ 空家等の除却・除却後の跡地活用を進めます 


